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第１章 計画策定の趣旨 

１．計画策定の背景・目的 

令和５年４月にこども家庭庁が創設され、こども基本法が施行されるなど、こども

政策は新たな展開を迎えています。国においては、こどもや若者に関する政策につい

ては、これまで少子化社会対策基本法や子ども・若者育成支援推進法等に基づき、各

種施策に取り組み、平成 27 年には「子ども・子育て関連３法」が施行されるなど、

子育て支援が急ピッチで進められています。しかしながら、少子化の進行は止まらず、

子育て家庭をめぐる環境変化は、子育て家庭の孤立と子育て不安、虐待問題の深刻化

などを招いています。 

こうしたこどもを取り巻く厳しい環境等を背景に、「こどもまんなか社会」を目指す

ための新たな司令塔としてこども家庭庁が創設され、こども基本法が施行されていま

す。こども基本法の施行を受け、これまでこども政策に関する政策の方針として少子

化社会対策大綱、子ども・若者育成支援大綱、子どもの貧困対策大綱が別々に策定さ

れてきましたが、今後はこども大綱として一体的に策定することとなります。 

地方自治体においては、こども基本法の基本理念にのっとり、こども施策に関し、

国等と連携を図りつつ、こどもの状況に応じた施策を策定・実施する責務について規

定されています。このため、現行計画である第２期越谷市子ども・子育て支援事業計

画が令和６年度に最終年度を迎えることから、越谷市子ども・子育て事業計画を内包

する第１期越谷市こども計画を新たに策定します。 
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２．計画の位置付け 

本計画は、こども基本法に基づく「越谷市こども計画」として策定していいます。

また、子ども子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援

対策推進法に基づく次世代育成支援行動計画、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づ

く「自立促進計画」を内包しています。 

また、本市の上位計画である「第５次越谷市総合振興計画」・「地域福祉計画」や関

連計画の連携・整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

本計画の期間を、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５年とし

ます。 

令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

令和６ 

（2024） 

令和７ 

（2025） 

令和８ 

（2026） 

令和９ 

（2027） 

令和 10 

（2028） 

令和 11 

（2029） 

          

          

第５次越谷市総合振興計画 

こども計画 関連計画 

第３期子ども・子育て支援 

事業計画 

次世代育成支援行動計画 

子どもの貧困対策計画 

子ども・若者計画 

越谷市健康づくり行動計画 

「いきいき越谷 21」 

越谷市いのち支える 

自殺対策推進計画 

越谷市教育振興基本計画 

越谷市障がい者計画 

連
携
・
整
合
性 

連携・ 

整合性 

等 

国 

こども基本法 

少子化対策基本法 

子ども・若者育成支援推進法 

子どもの貧困対策推進法 

児童福祉法 

子ども・子育て支援法 

次世代育成支援対策推進法 

越谷市地域福祉計画 

母子及び父子並びに 

寡婦福祉法 
自立促進計画 

第２期越谷市子ども・子育て支援事業計画 

（令和２～６年度） 

第１期越谷市こども計画 

（令和７～11 年度） 

※越谷市子ども・子育て支援事業計画を内包 



 

3 

第２章 越谷市のこども・若者をめぐる現状と課題 

１．統計からみる本市の現状 

（１）人口の状況 

① 総人口と年齢３区分別人口 

令和６年４月１日現在の本市の総人口は 342,681 人となっています。令和２年か

らの推移をみると、令和３年をピークに減少傾向にあります。 

年齢３区分別にみると、15 歳未満の年少人口は減少が続いていますが、16～64 歳

の生産年齢人口は、増加から減少・横ばい傾向にあり、65 歳以上の高齢者人口は増加

から横ばい傾向にあります。 

年齢３区分別人口の割合は、令和６年４月１日現在、年少人口 12.2％、生産年齢人

口 62.4％、高齢者人口 25.7％となっています。 

総人口及び年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44,247

(12.8%) 

43,742

(12.7%) 

43,097

(12.5%) 

42,071

(12.2%) 

40,957

(12.2%) 

213,914

(62.1%) 

214,349

(62.0%) 

213,718

(62.0%) 

213,853

(62.2%) 

213,731

(62.4%) 

86,521

(25.1%) 

87,396

(25.3%) 

87,859

(25.5%) 

87,720

(25.5%) 

87,993

(25.7%) 

344,682 345,487 344,674 343,644 342,681 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

（人）
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② 人口ピラミッド（性別年齢５歳階級別人口） 

人口ピラミッドをみると、50 歳代前半で最も多く、40 歳代、30 歳代、20 歳代、

10 歳代と次第に少なくなっています。 

人口ピラミッド〔年齢５歳階級別人口〕（令和５年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5,862 

7,393 

7,656 

7,910 

8,936 

9,621 

9,485 

10,390 

11,742 

13,671 

15,841 

12,768 

9,345 

8,179 

9,426 

8,945 

7,220 

3,899 

1,261 

5,640 

7,028 

7,378 

7,522 

8,901 

9,344 

9,064 

9,893 

11,184 

12,662 

14,658 

11,819 

8,975 

8,501 

10,876 

11,244 

9,947 

5,505 

2,990 

-25,000 -20,000 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000

-25,000-20,000-15,000-10,000-5,00005,00010,00015,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

（人）

（人） 資料：住民基本台帳

男性 女性
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（２）児童人口と推計児童人口 

０歳～17 歳の児童人口は減少傾向にあり、令和６年４月１日現在で 50,282 人と

なっています。就学前の 0～5 歳児、小学校の対象となる 6～11 歳児はともに減少傾

向、中学・高校の対象となる 12～17 歳児は減少から横ばい傾向にあります。 

こうした児童人口の実績値は、第２期越谷市子ども・子育て支援事業計画における

推計値を下回るものとなっています。 

 児童人口（０～17歳）の推移 児童人口の推移と予測（0～17歳合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ０～５歳人口の推移 ６～11歳人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       12～17歳人口の推移 

 

 

 

 

  

16,913 16,311 15,808 15,105 14,210 

18,111 18,064 17,923 17,732 17,630 

18,560 18,493 18,377 18,442 18,442 

53,584 52,868 52,108 51,279 50,282 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

０～５歳 ６～11歳 12～17歳

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

（人）

54,118 

53,584 

52,868 

52,108 

51,279 

50,282 

54,002 
53,803 

53,462 53,275 
53,000 

48,000

49,000

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

実績値

推計値

資料：実績値は住民基本台帳（各年４月１日現在）

推計値は第２期越谷市子ども・子育て支援事業計画より

（人）

2,905 3,014 2,967 2,907 2,844 

3,028 2,902 3,015 2,960 2,897 

2,954 3,011 2,895 3,015 2,955 

3,068 2,959 3,000 2,893 3,017 

3,090 3,079 2,964 3,005 2,893 

3,066 3,099 3,082 2,952 3,024 

18,111 18,064 17,923 17,732 17,630 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

（人）

3,187 3,065 3,105 3,064 2,947 

3,098 3,198 3,068 3,098 3,069 

2,938 3,104 3,193 3,072 3,101 

2,961 2,938 3,097 3,181 3,054 

3,212 2,967 2,946 3,085 3,169 

3,164 3,221 2,968 2,942 3,102 

18,560 18,493 18,377 18,442 18,442 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

（人）

2,471 2,298 2,379 2,298 1,991 

2,701 2,538 2,377 2,392 2,341 

2,865 2,723 2,538 2,339 2,344 

2,922 2,877 2,712 2,520 2,327 

2,950 2,925 2,881 2,690 2,499 

3,004 2,950 2,921 2,866 
2,708 

16,913 16,311 15,808 
15,105 

14,210 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

（人）
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（３）世帯の状況 

① 世帯数と１世帯あたり人員の状況 

令和６年４月１日現在の本市の世帯数は 162,337 世帯であり、１世帯あたり人員

は 2.11 人と令和２年以降減少傾向にあります。 

世帯数と１世帯あたり人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

156,453 158,751 159,682 160,965 162,337 

2.20 2.18 2.16 2.13 2.11 

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0

50,000

100,000

150,000

200,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

世帯数 １世帯あたり人員

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

（世帯） （人）
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② 一般世帯の状況 

一般世帯の構成については、越谷市は全国や埼玉県に比べ、「核家族世帯」の割合が

高く、単独世帯の割合が低くなっています。 

一般世帯の構成比を経年で比較すると、「核家族世帯」における「夫婦と子ども」と

「核家族以外の世帯」の比率は減少し、「夫婦のみ」や「単独世帯」の比率がわずかに

増加しています。 

一般世帯の構成と推移 

  単位：世帯、％

埼玉県 国

令和２年 令和２年

実数 構成比 実数 構成比 構成比 構成比

核家族世帯 84,966 62.3 88,712 62.2 58.6 54.1

夫婦のみ 27,489 20.2 29,655 20.8 20.6 20.0

夫婦と子ども 44,831 32.9 44,856 31.5 28.9 25.0

ひとり親と子ども 12,646 9.3 14,201 10.0 9.1 9.0

男親と子ども 2,108 1.5 2,308 1.6 1.5 1.3

女親と子ども 10,538 7.7 11,893 8.3 7.6 7.7

核家族以外の世帯 9,525 7.0 8,127 5.7 5.5 6.8

非親族を含む世帯 1,802 1.3 2,164 1.5 1.0 0.9

単独世帯 40,065 29.4 43,572 30.6 34.0 38.0

家族類型「不詳」 5 0.0 15 0.0 1.0 0.3

136,363 100.0 142,590 100.0 100.0 100.0

（再掲）三世代世帯 6,529 4.8 5,066 3.6 3.3 4.2

（注）一般世帯とは、病院、寮などの施設を除いた世帯 資料：国勢調査

区　　分 平成27年 令和２年

合　　計

越谷市

20.2

20.8

20.6

20.0

32.9

31.5

28.9

25.0

9.3

10.0

9.1

9.0

7.0

5.7

5.5

6.8

1.3

1.5

1.0

0.9

29.4

30.6

34.0

38.0

0.0

0.0

1.0

0.3

越谷市 平成27年

越谷市 令和２年

埼玉県 令和２年

全国 令和２年

夫婦のみ 夫婦と子ども ひとり親と

子ども

核家族

以外の世帯

非親族を

含む世帯

単独世帯 家族類型

「不詳」

核家族世帯 資料：国勢調査
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③ 18歳未満のこどもがいる世帯の状況 

18 歳未満のこどもがいる世帯は横ばいから減少傾向にあり、一般世帯に占める割合

は減少傾向にあります。 

18歳未満のこどもがいる世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ひとり親世帯の状況 

平成 12 年から平成 22 年にかけて増加傾向にあったひとり親世帯割合は、平成 27

年以降減少傾向にあります。 

ひとり親世帯（母子・父子世帯）数及び割合の推移 

 

 

 

 

  

1,325 

1,634 
1,892 

1,518 1,469 

239 251 295 217 181 

1.43 
1.61 1.71 

1.27 1.16 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

母子世帯 父子世帯 割合（母子世帯・父子世帯計）

資料：国勢調査

（世帯） （％）

33,001 32,401 32,616 32,930 32,060 

30.1 
27.6 

25.4 24.1 
22.5 

0

10

20

30

40

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

資料：国勢調査

（世帯） （％）
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（４）出生の状況 

合計特殊出生率については、全国を下回って県と同水準で推移しており、令和４年

1.17 となっています。 

出生数については、平成 30 年以降減少が続いており、令和４年は 2,247 人となっ

ています。また、令和４年の人口 1,000 人あたりの出生率は 6.6 となっています。 

全国・埼玉県ともに合計特殊出生率・出生数ともに低下・減少し、少子化が進行し

ている状況がうかがえます。 

合計特殊出生率の推移（国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生数・出生率の推移（国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,618 
2,485 2,381 2,385 

2,247 
7.6 

7.2 
7.1 

7.0 

6.6 

7.1 

6.7 
6.6 

6.4 
6.1 

7.4 

7.0 
6.8 

6.6 

6.3 

6.0

7.0

8.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

越谷市 出生数 出生率 越谷市 出生率 埼玉県 出生率 全国

資料：埼玉県の人口動態概況

（人） （人口千対）

1.31 

1.26 

1.29 

1.22 

1.16 

1.34 

1.27 

1.27 

1.22 
1.17 

1.42 

1.36 
1.33 

1.30 

1.26 

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

越谷市 埼玉県 全国

資料：埼玉県の人口動態概況
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（５）婚姻の状況 

男女ともに平成 12 年から平成 22 年にかけて、30 歳代の未婚率が大幅に上昇して

いましたが、令和２年は 20 歳代前半を除き低下傾向にあります。 

未婚率の推移【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未婚率の推移【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ※未婚率は婚姻関係不詳を除いて算出 
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（６）女性の就労の状況 

女性の就業率を年齢階級別にみると、いずれの年齢階級でも労働力率が上昇してい

ます。一般的に女性の労働力率は、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が

落ち着いた時期に再び上昇するという、いわゆる「Ｍ字カーブ」を描くことが知られ

ていますが、令和２年では、それがゆるやかになっていることがわかります。 

国・県との比較では、30 歳代の就業率が全国、埼玉県をやや下回りますが、概ね埼

玉県と同程度の就業率となっています。 

女性の就業率（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の就業率（国・埼玉県との比較） 
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※就業率は、労働力状態不詳を除いて算出
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（７）幼稚園・保育所（園）・認定こども園の状況 

幼稚園・保育所（園）・認定こども園の入所児童数は令和２年をピークに減少傾向に

あり、令和５年 9,591 人となっています。 

令和５年入所児童数の割合は、保育所（園）42.2％、幼稚園 41.2％、認定こども

園 16.6％ですが、幼稚園は減少が続き、保育所（園）は年次による増減がみられる一

方、認定こども園は令和３年まで増加が続き、令和４年以降減少となっています。 

保育所（園）・認定こども園・幼稚園の児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）児童・生徒数等の状況 

小学校児童数は減少が続いていますが、中学校生徒数は令和３年まで増加しており、

令和４年は横ばい、令和５年には減少となっています。 

   小学校児童数・中学校生徒数の推移 学童保育室入室児童数の推移 
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※保育所（園）・認定こども園は４月１日現在、幼稚園は５月１日現在

認定こども園は統計年報の保育と教育（１号）の計
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（９）主な子育て支援事業の内容 

①延長保育事業（時間外保育事業） 

・就労時間の延長等により通常の保育時間を超える保育が必要な場合、保育所（園）

等での保育時間を延長して乳幼児の預かりを実施しています。 

②放課後児童クラブ（学童保育） 

・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童を対象に、放課後に適切な遊び

や生活の場を与え、児童の健全育成を図っています。 

③子育て短期支援事業（ショートステイ） 

・保護者が疾病等で乳児を養育することが困難な場合、児童養護施設等で一定期間養

育を実施しています。 

④乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）・養育支援訪問事業 

・生後４か月までの乳児がいる家庭に、保健師や助産師が訪問し、乳児や母親の身体

や育児に関する相談に応じたり、母子保健サービスの情報提供等を実施しています。

また、養育支援が必要な児及び母を訪問し、母子の健全な育成を図っています。 

⑤地域子育て支援拠点事業／一時預かり 

・令和５年１月現在、市内には、地域子育て支援拠点として、地域子育て支援センタ

ーが 14 か所、子育てサロンが５か所、保育ステーションが３か所あり、子育て講

座や子育て相談、一時預かり等を実施しています。 

⑥病児・病後児保育事業 

・児童が急な発熱等の急な病気となった場合、病院や保育所（園）等に付設された専

用スペースにおいて看護師等が一時的に保育を行い、また、保育中に体調不良とな

った児童を保育所（園）の医務室等において看護師等が緊急的な対応等を実施して

います。 

⑦ファミリー・サポート・センター事業 

・｢子育ての援助を受けたい方｣と｢子育ての援助を行いたい方｣の地域での相互援助と

して組織し、保護者の仕事や病気などを理由とした、保育所（園）・幼稚園の送迎及

び帰宅後の預かりなどを実施しています。 

⑧妊娠中からの支援状況（母子健康手帳の交付、妊婦健康診査等） 

・妊婦に対して、母子健康手帳交付時に妊婦健康診査助成券等を交付し、医療機関な

どにおいて妊婦健康診査を実施しています。 
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⑨その他要支援児童、要保護児童の支援に関する事業 

・虐待等の要保護児童等の早期発見並びに適切な保護及び児童やその家族への適切な

支援が図られるよう関係機関との協議・調整を実施しています。 

要保護児童対策地域協議会活動状況 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

代表者会議      

実務者会議      

個別ケース検討会議      

    資料：こども家庭センター 

 

⑩児童館 

・児童館２か所（コスモス、ヒマワリ）で、遊びや各種教室などを通して児童の健全

な発達や豊かな創造性を育む事業のほか、児童自らが学び遊ぶ場、集い仲間づくり

の場として、大型施設の特徴を生かした児童の居場所づくりを推進しています。ま

た、子育て中の親子が気軽に集い、交流する場を提供しています。 

児童館コスモス入館者数 単位：人 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開館日数（日） 303 174 306 305  

入館者数 

乳幼児 45,596 8,446 15,377 15,810  

小学生 18,757 3,715 6,608 7,476  

中高生 1,608 381 1,198 1,483  

大人 46,409 9,390 17,386 19,469  

計 112,370 21,932 40,569 44,238  

団体等 4,014 1,094 2,066 3,888  

注）団体等については合計の内数（再掲） 資料：越谷市統計年報 

 

児童館ヒマワリ入館者数 単位：人 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開館日数（日） 303 174 306 305  

入館者数 

乳幼児 45,175 8,149 15,077 17,547  

小学生 30,083 2,521 9,312 12,832  

中高生 4,410 433 695 1,052  

大人 45,009 8,193 16,416 19,318  

計 124,677 19,296 41,500 50,749  

団体等 5,001 698 1,939 3,570  

注）団体等については合計の内数（再掲） 資料：越谷市統計年報 

 

⑪家庭児童相談室 

・学校や幼稚園に行けない、友達と遊べない、非行の心配があるなど家庭等の問題に

ついて、専任の家庭児童相談員が、電話や面談により相談を受け、助言・指導を実

施しています。  
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（10）支援が必要な方の状況 

・就学援助認定者 

・生活保護世帯の大学進学率 

・児童扶養手当受給者数 

 

就学援助認定者の割合 単位：人、％ 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童生徒数 

（5/1 現在） 

小学校      

中学校      

計      

認定者数 

小学校      

中学校      

計      

認定率 

小学校      

中学校      

計      

 資料：学務課  

 

生活保護世帯の大学進学率の推移 単位：％ 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

大学進学率      

 資料：生活福祉課  

 

児童扶養手当受給者数の推移 単位：人 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童扶養手当受給者数 2,043 1,999 1,945 1,881  

 資料：越谷市統計年報（各年度末現在） 

 

 

以降、 

２．子育て支援ニーズ調査結果からみる本市の現状 

３．こどもの生活実態調査及び関係機関等調査結果からみる本市の現状 

４．こども・若者調査結果からみる本市の現状 

５．本市のこども・若者をめぐる課題のまとめ     等の掲載を予定 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．基本理念 

本計画では、こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向け、こども・

若者が権利の主体であることをみんなで共有するとともに、こども・若者や子育て家

庭に寄り添い、ともに進んでいくことで、こどもや若者が夢と希望を持って、健やか

に安心して暮らすことのできるまちをつくります。 

 

 

基本理念 

こどもや若者が夢と希望を持って、 

健やかに安心して暮らすことのできるまちをつくる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 案２  

こどもたちの現在
い ま

と未来を応援し、 

あらゆるこども・若者が輝くまちをつくる 
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２．基本目標 

基本理念を実現するため、以下の４つの基本目標のもとに本計画を推進します。 

 

基本目標１ こどもの権利と安全を守る 

こども・若者の権利について、その周知・啓発に努めるとともに、こども・若者自

身がこどもの権利・人権に対する理解を深めることができるよう学習機会の充実を図

るほか、こどもたちの安全が脅かされることのないよう、関係機関との連携を図りな

がら、安心して生活できる環境づくりを推進します。 

 

 

基本目標２ 親と子の健康づくりに取り組む 

安心して妊娠・出産できるよう正しい知識の普及や相談窓口の周知を図るとともに、

出産後は母子ともに健やかに育まれるよう、各種健康診査や保健指導を充実し、安心

して子育てができるようサポートします。また、こどもの急な病気等に対応できるよ

う小児医療体制の確保を図ります。幼児期から学童期にかけては、こどもの心身の健

全な発育・発達を促すこころと体の健康づくり、食育や運動機会の充実を図ります。 

 

 

基本目標３ こどもと子育て家庭を支える 

働き方やライフスタイルが多様化するなかで、子育て家庭のニーズに沿った教育・

保育施設の整備や多様な保育サービス、各種子育て支援サービスの充実を図ります。 

こどもの育ちを地域で見守り、支える活動を支援する一方、困難を抱えるこどもや

家庭の早期発見と適切な支援を図ります。 

 

 

基本目標４ こども・若者を地域全体で育む 

安心して過ごせる居場所の確保や多様な体験活動の提供など、こども・若者が健や

かに成長できるよう支援するとともに、学校・家庭・地域の連携を推進し、地域コミ

ュニティの核となる学校づくりや家庭の教育力の向上に努めます。 

また、就労形態の多様化に対応し、企業等の取組を支援するなど、子育てしながら

働きやすい環境づくりを推進します。 

 

３．施策体系 

別紙 


